
習志野市バランスシー ト探検隊事業に関する協定書

習志野市 (以下 「甲」という。)と 干棄大学法改経学8B(以下 「乙」という。)と は、「習

志野市パランスシート探検隊事業 (以下 r本事業」という。)」の実施に関して、次のとお

り協定を締結する。

(目的)
第1条  こ の臨定は、本事業の実施に当たって、甲と乙双方が対等な関係のもと互いに理

解 ・尊重し、協働で本事業を推注していくために必要な事項を定めるものとする。

(役割)
第2条  甲 は、将来にわたつて健全な財政を構築し自治体経営をしていくために、公会計

改革を推進し、本事業によリパランスシートを市民にわかりやすく周知するものとする。

2.乙 は、甲と臨餞して本事業を行うことで地方公共団体における財務会計制度の理解を

はかるものとする。
3.甲 段び乙は、具体的な本事業の企画及び実施にあたり、協議の上、通切な役割分担を

決定することとする。

(内容)
第3条  本 事業は、次に揺げるものとする。

(1)事 業名 探 検隊事業
(2)事 業内容 ◎ 習憲野市テレビ広報 『なるほと習志野」の制作協カ

(敵送日 :平成 28年 3月 7日～3月 13日、平成 28年 3月 21日～3月 27日)

◎報告書の作成 (アニュアルレポートに掲載)

(経費)
第4条  本 事業に係る経費は甲が負担する。

(報告、評価》
第5条  甲 及び乙は、三いに協力 t臨鵠して、本事業終了後に事業報告書を作成するとと

もに、事業実麓の評価を行わなければならない。

(パランスシート探検隊の組自、設置期間)
第6条  本 事業を実施するためのパランスシート探検隊の組織、設憲期間は、剛に定める。

(その他)

第7条  こ の協定に定めのないもの、または疑装を生じた脇定の事項については、甲及び

乙の協議のうえ定めるものとする。

この協定の証として、本撤定書2通 を作成し、当事者押印のうえ、各自 1遷 を保有する。
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習志野市バランスシー ト探検隊事業 に閣する協定書第 6条 に規定する

パラ ンスシー ト探検隊の組織、設置期間

雷志野市パランスシート探検隊事業に関する協定書第6条 に規定するパランスシート

探検隊の組鶴、設置期隠は、次のとおりとする。

(組樹)

第1条  探 検隊は、BB3B lに定める隊長及び隊員をもつて組鶴する。
2 隊 長には千葉大学教授を充てる。

(設置期隠)

第2条  探 検隊の設置期間は、平成28年 3月 31日 までとする。
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